 (
納入企業向け案内文
/アンケート
・ひな型
)
２０○○年○○月○○日

お取引先　各位
○○○○株式会社
○○部　○○課


お支払方法変更について


拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素より格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、弊社では、お取引先様への代金支払方法につきまして、従来の手形によるお支払に代えて、でんさいネットの電子記録債権（でんさい）によるお支払へ移行を検討しております。
今回のお支払方法変更により、貴社にとってメリットとなる点もあろうかと存じますので、同封の資料の内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、「でんさい」の内容等に関しましてご質問やご不明な点がございましたら、お取引の金融機関または下記お問い合わせ先までお願いします。
ご多用のところお手数ではございますが、別添の「『でんさい』支払についてのアンケート」にて、貴社のご意向をご記入いただき、２０○○年○○月○○日迄にＦＡＸにてご返信ください。
「でんさい」へのお支払方法変更につき、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具



《 お問合わせ先 》
○○○○株式会社　○○部○○課
担当　○○・○○
連絡先　ＴＥＬ：○○○-○○○-○○○○
ＦＡＸ：○○○-○○○-○○○○
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１．「でんさい」の概要

（１）電子記録債権は、２００９年１２月１日に施行された「電子記録債権法」に基づく、従来の手形や指名債権（売掛債権等）と異なる新たな金銭債権で、電子債権記録機関の記録原簿に電子的な記録をすることにより、債権の発生・譲渡などの効力を生じさせるものです。
（２）「でんさい」は、全国銀行協会が設立した電子債権記録機関である、でんさいネット（株式会社全銀電子債権ネットワーク）が取扱う電子記録債権です。
（３）手形と同様に譲渡（裏書）や割引することができ、貴社お取引金融機関を通じてご利用いただくことができます。
※「でんさい」のご利用に際しましては、貴社お取引金融機関にご利用申込手続が必要となります。
※他の電子債権記録機関が取扱う電子記録債権は「でんさい」とは異なり、「でんさいネット」で利用することはできません。


２．ご利用のメリット

　　手形に比べ、一般的に以下のメリットがあります。
	項　目
	内　容

	事務負担の軽減
	・手形の回収に伴う事務負担が軽減されます。
・金融機関への手形取立・持ち込みが不要となります。

	コスト削減
	・手形の回収に伴う郵送・集金コストが削減されます。
・手形授受に伴う受取書が不要となります。
・手形の保管に伴うコストが削減されます。

	リスク軽減
	・手形の盗難、紛失リスクが回避されます。

	利便性向上
	・支払期日当日から資金をご利用いただくことが可能です。
・債権金額の一部を分割して譲渡・割引することが可能です。
・インターネットバンキング等を通じて、金融機関等に出向くことなく、譲渡・割引のお手続が可能です。




３．「でんさい」の仕組


 (
商取引
) (
貴社お取引先
) (
商取引
) (
貴
　
社
) (
弊
　
社
)
 (
②でんさい
) (
⑤でんさい
)

 (
⑥譲渡通知
) (
⑦決済資金
) (
④譲渡請求
) (
③発生通知
) (
⑦決済資金
) (
①発生請求
)
 (
八十二
長野
銀行
)
 (
取引金融機関
) (
取引金融機関
)

 (
⑦決済資金送金
)


 (
②発生記録　　　　　　　　　　　　　
　
　
　
⑤譲渡記録
でんさいネット（電子債権記録機関）
)



◆「でんさい」の発生
1 弊社は八十二長野銀行を通じ、でんさいネットに貴社を債権者とする「でんさい」の発生請求を行います。
2 でんさいネットに発生記録がされ、貴社を債権者とする「でんさい」が発生します。
3 貴社に対し、でんさいネットから取引金融機関を通じて「でんさい」の発生が通知されます。

◆「でんさい」の譲渡
4 貴社は取引金融機関を通じて、でんさいネットに貴社お取引先を譲受人とする「でんさい」の譲渡請求を行います。
5 でんさいネットに譲渡記録がされ、貴社から貴社お取引先に「でんさい」が譲渡されます。（譲渡に際し、貴社の保証（手形の裏書保証に相当）が記録されます。）
6 貴社お取引先に対し、でんさいネットから取引金融機関を通じて「でんさい」の譲渡が通知されます。

◆「でんさい」の期日決済
7 支払期日に、弊社口座から貴社（譲渡を行っていた場合は貴社お取引先）口座に自動送金されます。

※「でんさい」の仕組につきましては、でんさいネットホームページ http://www.densai.net/ からもご確認いただくことができます。

４．ご利用に際してのお手続き

（１）ご利用申込
決済資金をお受取になる口座（以下「決済口座」）を保有するお取引金融機関に、ご利用申込手続をお願いします。
 (
※お申込手続は
取扱金融機関毎に異なりますので、貴社お取引
金融機関にお問い合わせください。
)

（２）弊社まで利用者番号、決済口座をご連絡
ご利用申込後に発行される、でんさいネットの「利用者番号」と「決済口座」（金融機関名、支店名、口座種目、口座番号）を弊社までご連絡ください。

５．ご利用方法・手数料

取扱金融機関毎に異なりますので、貴社お取引金融機関にお問い合わせください。

６．お支払方法変更の予定

支払手形から「でんさい」へのお支払方法変更は、以下を予定しております。

	変更予定時期
	２０○○年○○月お取引分より
（２０○○年○○月○○日お支払分から変更する予定です。）

	お支払日
	従来通り変更ございません。

	お支払条件
	従来通り変更ございません。




以　上


＜よくあるご質問＞

Ｑ　インターネットが使えないと利用することはできませんか？
Ａ　取扱金融機関によって異なりますが、インターネットバンキングのほか、金融機関店頭での取扱もご利用いただける予定です。詳しくは貴社お取引金融機関にお問い合わせください。

Ｑ　「でんさい」の発生はどのように通知されますか。
Ａ　取扱金融機関によって異なりますが、基本的には電子メールまたはＦＡＸで通知されます。詳しくは貴社お取引金融機関にお問い合わせください。

Ｑ　受取った「でんさい」の金額が相違していた場合、どのようにすればよいですか？
Ａ　発生日から５営業日以内であれば、貴社において取消請求を行うことができます。取消請求後、弊社において正しい「でんさい」の発生請求を行います。

Ｑ　事業所単位など複数の決済口座で「でんさい」を受取ることはできますか？
Ａ　複数の決済口座をご利用いただくこともできます。

Ｑ　「でんさい」を取引先等へ譲渡する場合、譲渡先にとって必要な手続はありますか？
Ａ　貴社と同様、譲渡先もお取引金融機関を通じて「でんさい」のご利用申込手続を行い、譲渡先のでんさいネット利用者番号と決済口座を貴社まで通知していただく必要があります。

以　上


２０○○年○○月○○日

お取引先	　各位
○○○○株式会社
○○部　○○
「でんさい」支払についてのアンケーﾄ

「でんさい」によるお支払移行について、貴社のご意見を以下アンケートにご記入頂きますようにお願いいたします。

問１：「でんさい」による支払にご同意いただけますか
Ａ…はい（問３にお進みください）　　　　Ｂ…従来通り手形を希望　
Ｃ…その他（下記欄に具体的にご記入ください）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問２：「でんさい」による支払にご同意いただけない理由を具体的にお聞かせください。
（問１で「Ｂ」「Ｃ」とお答えいただいた方のみご回答ください。）
Ａ…内容・利用方法がよくわからないから　Ｂ…制度・システム等に不安を感じるから
Ｃ…その他（下記欄に具体的にご記入ください）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問３：問１で「Ａ」とお答えいただいた方は、「でんさい」のお受取を予定している金融機関・支店・預金種目・口座番号を、既に「でんさい」の利用申込手続がお済みの場合は利用者番号を併せてご記入ください。
	利用者番号
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	金融機関名
	
	金融機関コード
	

	支店名
	
	支店コード
	

	口座種目
	普通・当座
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	



貴社ご連絡先
	ご住所
	
	
	ご担当部署
	

	貴社名
	
	
	ご担当者名
	

	
	
	
	ご連絡先
	


ご協力ありがとうございました。恐れ入りますが ○○月○○日 までにご返送くださいますようお願いいたします。
        ○○○○株式会社　○○部○○課　 行　ＦＡＸ：○○○-○○○-○○○○
		
